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 １１月９日（木）前沢車両検測所（住所：奥州市前沢区古城字幅下）

において、特殊車両を対象とした過積載などの違反車両に対する指導取

締りをおこないました。 

 この日は、水沢警察署２名のご協力のもと合計１７名で、車両の長さ

や高さ、総重量、許可書携帯有無、通行経路等を確認しました。 

 違反車両の取締りを実施することにより、交通安全の確保や、橋や舗

装など道路構造物の劣化抑制につながりますが、一部に無許可や許可条

件違反が散見されます。交通の危険防止と道路保全のためにも、特に積

荷の重量は許可範囲内での走行をお願いします！ 
※写真は作業風景を掲載したものであり、違反車両を公表するものではありません。 

 ◆ 取 締 り の 結 果 ◆  

 

  取締台数・・・５台 

 

 うち、 

  違反車両・・・１台 

  ・許可条件違反   

    （重量・長さ超過） 

 

【注意】 
・車両の大きさや重さに関する制限はこ

のほかにも「道路運送車両法」、「道路

交通法」でも定めがあります。 
・自動車検査証に記載の車両総重量等

の範囲内であっても、左表の限度を１つ

でも超える車両は「特殊車両通行許可」

が必要です。 
 

道路の構造による限度
（車両制限令等）

長さ
走行（連結・積載）状態で１２ｍ
※トレーラー等連結車はほとんどがこれを超えます。

幅 積載状態で２．５ｍ

高さ
積載状態で３．８ｍ
（一部道路では４．１ｍ）

総重量
（車＋乗員＋荷物）

積載状態で２０ｔ
（一部道路では車両の構造に応じて最大２５ｔ）

軸重 積載状態で最大１０ｔ
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